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３ 児童養護施設 

（１）児童養護施設における食生活の捉え方 

児童養護施設で生活する子どもたちの入所理由や抱えている問題は複雑で多様である。入所前  

の虐待経験や不適切な養育環境、入所による家族からの分離は子どもたちの心身の発達に影響を

及ぼしていることが少なくない。そのような子どもにとって、施設の生活が安全で安心できる場

であることが大切であると考える。時に、子どもの心の不安、満たされない思いは、食事に向け

られることもあるが、子どもの状況に合わせた適正な食事の提供は、生活の中の食事・睡眠など

の生活リズムを整えることにつながる。皆でおいしく、楽しく食事をする経験を繰り返し、それ

を習慣化することが心身の発達や人間関係の構築にもつながり重要となる。 

また、施設の職員は、日常の生活体験を通して、食事のマナーや食文化、さらには調理や栄養

面の知識などを子どもに伝えるとともに入所する子どもが生涯にわたり豊かな食生活を営み心身

共に健康な生活を送れるように、支援することが大切である。 

なお、保育士や児童指導員等は、子どもと生活を共にする時間が長いことから、子どもへ与え

る影響は大きいものがある。管理栄養士・栄養士は、子どもに対する栄養面や食生活面での支援

に加えて、保育士や児童指導員等に対しても、子どもへの食事を通じた支援の大切さについて理

解が深まるよう配慮することも重要である。 

 

（２）児童養護施設における具体的な食生活支援 

児童養護施設おいては、子どもたちの健やかな発育・発達を促す食事の提供、社会的自立に向

けた栄養・食生活支援につながる食育を推進することが必要である。食育の推進においては管理

栄養士・栄養士が中心となり、多職種で連携を図りながら、食育計画、食事提供に関する計画を

立て、実践することが大切である。その際には、個別の自立支援計画における食に関する内容を

考慮し、一体的かつ継続的な支援が求められる。 

 

① 個人への対応の配慮 

個人への対応は、一人一人の子どもの要求をすべて叶えるということではなく、適切な食  

生活を送ることができるようにその子どもの状況に合わせて支援することが重要である。よ

り適切に支援するためには、子どもの入所に至った経緯や入所前の生活状況の把握、発達や

成長に合わせた食事の提供などが必要である。子どもは、施設入所後、家族からの分離によ

る喪失感や生活環境の変化に戸惑う事が考えられることから、生活に慣れるまでは、食事に

ついても配慮するなど、心身の安定に努めることも大切である。 

また、子どもの食事の様子や食具の使い方、他者との関わり方等、食事場面で得られる情

報は、子どもと生活を共にすることの多い保育士、児童指導員等の職員に限らず、食事の提

供に携わる管理栄養士・栄養士や調理員も含めた多職種で共有し、それぞれの専門性を生か

しながら連携を図り、子どもの養育に繋げていくことが重要である。 

以下に、より具体的な配慮の例を参考として挙げる。 

・成長や発達に合わせた食具や椅子の高さなどに配慮する。 

・テーブルクロスの使用やテーブルを囲む人数は、食を楽しむ上で重要であり家庭的な  

食環境作りに努める。 

・食堂に決められた席があることにより、『自分の居場所』が確保されて安心して食事 

       をする事ができ、それはまた心の安定をももたらす。 
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② 栄養管理の留意点 

入所する子どもの食生活の実態把握（アセスメント）を行い、食事摂取基準を参考に、

管理栄養士・栄養士は個別の給与栄養目標量を決定し、献立作成や食事のあり方について

の提案を行う。入所する子どもの食事の様子や、残食調査などを実施し、食事の提供が適

切に行われているか、子どもの発育が適切であるかなどについて、成長曲線や体格指数等

で確認する。児童養護施設では異年齢児が一緒に生活をしていることから、管理栄養士・

栄養士等は、関係職員に子ども一人一人の食事の適正量を周知することが重要である。 

なお、栄養管理については、管理栄養士・栄養士が配置されていない小規模ケア部門な     

どにおいては、本体施設や関係機関等の管理栄養士・栄養士と連携のとれる体制作りを行

うなど、適切な栄養管理ができるような環境を整える必要がある。 

食事の配膳は、グループ毎に行うなど小人数化する事により、個々の嗜好や体調などを

考慮した盛り付けができ、個別の対応にも繋げる事ができる。なお、適量の食事摂取は生

涯にわたる健康管理に欠かせないことから、子ども本人に対しても、自分の食事の適量を

知らせ、また、実際の摂取量を自らが把握できるようにすることが大切である。そこで、

食器の大きさを個々人の摂取量に合わせて選べるようにする。料理をテーブル毎の大皿盛

りから銘々皿へ取り分けて盛付けにするなどの工夫は、食事摂取量の把握を容易にするこ

とができる。なお、子どもが個々人の適量を知ることは、年齢の異なる子どもとの量の違

いを認めることにも役立ち、不平等感も生じにくくなる。 

地域小規模施設などでは生活全般において子どもの意見が反映し易い反面、食について

は担当職員の関心度や調理技術の差が大きくその影響も強いことから、担当職員に対する

支援を行ったり、食事記録などの献立内容を振り返る機会を設けることが求められる。 

 

③ 厨房以外での調理に関わる衛生管理の留意点 

保育士や児童指導員などについても、衛生管理に対する意識を向上させることが大切で  

あり、担当職員の健康管理チェック、検便の実施、調理器具の点検や冷蔵庫の庫内温度、

ならびに食材の購入保管や食事提供に関するマニュアルの作成等、衛生面への十分な配慮

が必要である。小規模施設での記録にあたっては、単にに記録を増やすのではなく、危害

の発生防止に必要な記録を理解し、記録用紙の書式についても、施設に合ったものを検討

することが必要である。 

食中毒予防の考え方については、職員はもとより、子どもにも基本を徹底することが求

められる。 

 

④ 食を通じた自立支援 

自立支援計画書の策定、実践に於いては、管理栄養士・栄養士はその専門性を活かした  

関わりをもち、子どもの発達、発育に合わせた個別の目標に沿った計画を立て継続的に多  

職種協働で支援を行う。 

子どもが自分の体に関心をもち、健康な体を維持管理するための知識や調理技術の習得  

など日常生活の中での支援と「食事バランスガイド」等のツールを活用した栄養教育を合   

わせて行うことが大切である。 

また、将来、独立家庭を築いた時のモデルとなることを意識した支援を行うことも重要  

であり、行事や行事食、地域の風土や文化などを通した食文化について伝承することも自

立支援の一環として大切である。 
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⑤ 本体施設による小規模ケア部門に対する支援 

本体施設と小規模ケア部門は連絡を密にとり、情報を共有することで、状況に応じた支    

援がすぐに実施できる体制を整えておく。 

献立の提供や食に関する個別の自立支援の実施等については、本体施設の管理栄養士・

栄養士（未配置の場合は給食業務担当職員、以下同じ）が、小規模ケア部門を訪問して支

援するなど必要な支援が行われることが望ましい。また、職員や入所する子どもに対し、

必要に応じて、栄養面や食生活などについて指導を行う。 

本体施設の管理栄養士・栄養士は、病児食や衛生管理マニュアルを作成し、小規模ケア   

部門職員に周知徹底する。また、子ども一人一人に合わせた支援が行えるように、職員会

議等で職員に食教育を行うなど、職員の食に対する関心を高めることも大切である。 

 

（３）多職種の連携 

児童養護施設においては、職種による業務の分業化が課題とされていることから入所児童を全   

職員が養育すると言う観点から職種に関わらずその専門性を活かした子どもへの関わりが大切で

ある。 

近年、入所児童は基本的な生活習慣が確立されていないまま入所してくる例が増えていること  

から、食事場面での気づきや指導が必要なことが多々ある。そうした場面で管理栄養士・栄養士、  

調理員等、給食業務担当職員は、子どもと直接的な関わりを持ちその専門的な知識と技術を活か  

し、食を通して生活習慣の改善に繋げ、子どもの育ちに積極的に携わることが求められる。 

また、食事場面等で得た子どもの様子や情報は、担当職員と共有し多職種が連携をして子ども

たちにとってよりよい養育に努める。 

 


